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株主優待制度の変更に関するお知らせ

当社は、平成 21年４月６日開催の取締役会において、株主優待制度を一部変更する
ことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．変更の理由

当社は、平成 21年４月１日を効力発生日として、普通株式１株につき 300株の割合を

もって分割を行っておりますが、分割後の株主優待制度について、株主の日頃の支援に

お応えするとともに株主の増加を目的として贈呈及び提供する基準の所有株式数を変更

し、また対象となる株主を確定いたします時期の統一化を図ることといたしました。

２．変更の内容

 自社発行季刊誌「まんだらけ ZENBU」の贈呈

現行 変更後

対象株主 ３月末日及び９月末日現在の株主名

簿に記載又は記録された１株以上保

有の株主

３月末日及び９月末日現在の株主名

簿に記載又は記録された１単元（100

株）以上保有の株主

 自社発行書籍「宇宙全史」に関わる限定小冊子販売パンフレットの提供
現行 変更後

対象株主 ３月、６月、９月及び 12月の各末日

現在の株主名簿に記載又は記録され

た１株以上保有の株主

３月末日及び９月末日現在の株主名

簿に記載又は記録された１単元（100

株）以上保有の株主

割当基準日 年４回（３月、６月、９月、12月） 年２回（３月、９月）

３．変更の時期

  平成 21年３月 31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主より実施いたします。

以上


